
　
　
　
は
じ
め
に

　
明
治
維
新
に
つ
い
て
、「 

そ
の
革
命
は
内
部
に
於
て
相
容
れ
ざ

る
分
子
の
衝
突
よ
り
来
り
し
に
あ
ら
ず
。
外
部
の
刺
激
に
動
か
さ

れ
て
来
り
し
も
の
な
り
、
革
命
に
あ
ら
ず
移
動
な
り
。」
と
嘲
じ

た
北
村
透
谷
の
「
漫
罵
」（
明
２
６
・
１
０
）
は
、
そ
の
後
の
日
本

近
代
化
の
動
向
に
多
く
の
予
兆
と
予
見
を
提
示
し
て
い
た
。
日
本

近
代
、
現
代
は
そ
の
提
示
を
越
え
た
の
か
、
超
え
た
の
か
私
は
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
「
北
村
透
谷
『
漫
罵
』
の
射
程
」
と
し
て
少
し

考
を
加
え
て
き
た
（
注
１
）。
本
考
は
そ
の
道
程
に
一
つ
の
補
考
を
添

え
る
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
六
年
九
月
、
透
谷
は
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」

と
い
う
一
文
を
記
し
、「
ル
ソ
ー
、
ボ
ル
テ
ー
ル
の
思
想
」
な
ど

を
「
邦
人
」
に
伝
え
、「
彼
は
思
想
界
の
一
漁
師
と
し
て
漁
獲
多

か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
社
会
は
彼
を
以
て
一
部
の
思
想
の
代
表
者

と
指
目
せ
し
に
、
何
事
ぞ
、
北
海
に
遊
商
し
て
遠
く
世
外
に
超
脱

す
る
は
。」、「
世
、
兆
民
居
士
を
棄
て
た
る
か
、
兆
民
居
士
、
世

を
棄
て
た
る
か
、
抑
も
亦
た
仏
国
思
想
は
遂
に
其
の
根
基
を
我
邦

土
の
上
に
打
建
つ
る
に
及
ば
ざ
る
か
。」
と
、
中
江
兆
民
の
思
想

界
か
ら
実
業
界
へ
の
反
転
へ
の
疑
義
を
提
し
て
い
る
。

　
そ
こ
に
私
は
、
一
つ
の
深
い
悲
鳴
と
嘆
息
を
聞
く
。「
漫
罵
」

を
発
表
す
る
の
は
、
そ
の
一
月
の
ち
で
あ
り
、
こ
の
時
は
透
谷
は

ま
だ
日
本
近
代
化
志
向
の
道
程
に
あ
っ
た
。
透
谷
が
兆
民
の
「
三

酔
人
経
綸
問
答
」（
明
２
０
・
５
）
を
読
ん
で
い
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
。
し
か
し
、
右
の
兆
民
の
思
想
界
離
脱
を
嘆
じ
た
時
、
私

は
少
し
く
透
谷
と
兆
民
の
内
的
呼
応
、
時
代
悲
傷
を
見
る
思
い

が
す
る
。「
漫
罵
」
に
お
け
る
透
谷
の
嘲
罵
と
「
三
酔
人
経
綸
問

答
」
に
お
け
る
兆
民
の
苦
渋
と
の
間
に
一
つ
の
呼
応
す
る
と
こ
ろ

北
村
透
谷
「
漫
罵
」
の
射
程
・
補

　
　
― 

中
江
兆
民
「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
考 

― 
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　「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
に
は
、
近
代
化
を
図
る
日
本
に
対
す
る

秀
抜
な
る
思
想
絵
図
の
提
示
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
一
度
も
会
っ
た

こ
と
の
な
い
洋
学
紳
士
、
豪
傑
君
、
南
海
先
生
に
よ
る
一
夜
の
鼎

談
と
そ
の
記
録
、
更
に
は
、
記
録
の
上
部
に
記
さ
れ
た
二
十
一
項

の
「
眉
批
」(

注
２)

及
び
瞬
時
現
れ
る
著
者
の
「
顔
出
し
」
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
以
下
、
三
者
の
論
理
と
そ
の
作
品
構
図
、
そ
の

意
味
に
つ
い
て
追
う
。

　

(

一)

、
三
酔
人
の
論
理

　
ま
ず
は
、
洋
学
紳
士
、
豪
傑
君
、
南
海
先
生
の
提
示
し
た
論
要

と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
辿
る
。

　
　〈
洋
学
紳
士
の
提
要
〉

　「
民
主
家
」
洋
学
紳
士
は
徹
底
し
た
軍
備
の
撤
廃
、
戦
争
放
棄

の
論
を
展
開
、
そ
の
論
拠
と
し
て
「
進
化
」
の
理
法
を
語
る
。

　「
欧
州
諸
国
は
、
既
に
自
由
、
平
等
、
友
愛
の
三
大
理
を
覚
知

し
な
が
ら
、
何
故
に
民
主
の
制
に
循
は
ざ
る
邦
国
、
猶
ほ
多
き
に

居
る
乎
。
何
故
に
極
て
道
徳
の
義
に
反
し
、
極
て
経
済
の
理
に
背

き
て
、
国
財
を
蠹と
し
ょ
く蝕
す
る
数
十
百
万
の
常
備
軍
を
蓄
へ
、
浮
虚
の

功
名
を
競
ふ
が
為
め
に
、
無
辜
の
民
を
し
て
相
共
に
屠
斬
せ
し
む

る
や
。」

　「
文
明
」
を
誇
る
国
に
対
し
て
、「
我
小
邦
」
も
「
自
由
を
以
て

軍
隊
」
と
な
し
、「
平
等
を
以
て
堡
塞
」
と
な
し
、「
友
愛
を
以
て

剣
砲
」
と
な
し
て
対
す
る
を
言
う
。
そ
れ
で
も
侵
攻
す
る
に
次
の

よ
う
に
対
す
る
。

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
故
で
あ
る
。
右
透
谷
の
言
及
は
明
治

二
十
六
年
で
あ
り
、
兆
民
の
そ
れ
は
、
明
治
二
十
年
で
あ
る
。
こ

の
明
治
中
期
の
数
年
の
間
に
、
近
代
化
を
企
て
る
日
本
の
道
程

に
、
何
ら
か
の
時
代
的
断
層
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
兆

民
の
敗
れ
と
透
谷
の
悲
嘲
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
変
相
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
前
記
の
よ
う
に
私
は
「『
漫
罵
』
の
射
程
」
と
し
て
、
日
本
の

近
代
、
現
代
化
の
道
程
に
つ
い
て
考
を
重
ね
て
き
た
。
時
の
流
れ

か
ら
い
う
と
こ
の
兆
民
と
の
対
比
は
逆
流
的
で
あ
り
、「
漫
罵
」

の
嘲
罵
の
遡
行
的
射
程
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
そ
の
内
意
に
つ
い
て
、
後
考
し
た
い
。

　
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
の
構
図
と
そ
の

思
想
的
内
景
に
つ
い
て
考
察
、
透
谷
と
の
内
応
、
位
相
に
つ
い
て

試
考
し
て
み
た
い
。
テ
キ
ス
ト
は
、
桑
原
武
夫
・
島
田
虔
次
訳
・

校
注
『
中
江
兆
民
　
三
酔
人
経
綸
問
答
』（
昭
４
０
・
３
第
一
刷
、

昭
６
４
・
５
第
三
十
一
刷
　
岩
波
書
店
）
を
用
い
た
。
以
下
、「
岩

波
本
」
と
記
す
。
兆
民
の
言
、少
し
く
晦
渋
、た
め
に
同
書
は
「
現

代
語
訳
」
を
収
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
兆
民
の
文
意
と

文
体
を
重
ん
じ
、
引
例
に
当
た
り
原
文
を
あ
え
て
少
し
長
く
引
く

を
試
み
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
兆
民
文
の
課
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
も

あ
る
。

　
一
．
兆
民
「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
考
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北村透谷「漫罵」の射程・補　―中江兆民「三酔人経綸問答」考―

　「
紛
擾
無
紀
の
世
よ
り
出
で
ゝ
、
進
化
の
理
第
一
歩
の
境
界
に

入
り
た
る
の
一
事
は
、
阿あ

非ふ

利り

加か

夷い

蛮ば
ん

の
民
を
除
非
し
て
、
余
は

皆
然
ら
ざ
る
莫
し
。
即
ち
亜
細
亜
諸
国
の
民
は
、
一
た
び
此
境
界

に
入
り
た
る
以
来
、
淹え
ん

留り
ゅ
うし
て
未
だ
進
む
こ
と
能
は
ざ
る
者
な

り
。
欧
州
諸
国
に
至い
た
りて
は
、
早
き
者
は
第
十
七
世
紀
よ
り
、
遅
き

者
も
亦
第
十
八
世
紀
よ
り
、
第
一
歩
の
境
界
を
出
で
ゝ
、
更
に
第

二
歩
の
境
界
に
入
れ
り
、
是
れ
即
ち
東
西
文
明
の
度
級
の
相
異
な

る
所
以
な
り
。」

　
社
会
進
化
、
進
化
の
理
法
に
応
ず
る
を
信
じ
、
そ
の
先
に
「
軍

備
の
撤
廃
」、
世
界
平
和
が
在
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
更
に
驚
く
べ
き
は
、「
正
当
防
禦
」
の
戦
い
の
拒
否
で
あ
る
。

も
し
「
進
撃
」
さ
れ
る
に
、「
彼
れ
我
を
殺
さ
ん
と
欲
す
、
故
に

我
も
亦
彼マ
マ

を
殺
す
、
と
曰
ふ
と
き
は
、
是
れ
猶
ほ
、
彼
れ
悪
事
を

為
さ
ん
と
欲
す
、
故
に
我
も
亦
悪
事
を
為
す
、
と
曰
ふ
が
如
く
な

れ
ば
な
り
。」
と
し
て
、「
敵
国
来
寇
す
る
に
方あ
た

り
、
我
れ
苟
も
我

軍
を
列
し
、
我
銃
を
発
し
て
、
自
ら
防
せ
ぐ
と
き
は
、
既
に
是
れ

防
禦
中
の
進
撃
に
し
て
、
悪
事
た
る
を
免
れ
ざ
れ
ば
な
り
。」
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
論
を
加
え
る
。

　「
僕
の
意
に
於
て
、
我
邦
人
が
一
兵
を
持
せ
ず
一
弾
を
帯
び
ず

し
て
、
敵
寇
の
手
に
斃
れ
ん
こ
と
を
望
む
は
、
全
国
民
を
化
し
て

一
種
生
き
た
る
道
徳
と
為
し
て
、
後
来
社
会
の
模
範
を
垂
れ
し
む

る
が
為
め
な
り
。
彼
れ
悪
事
を
為
す
が
故
に
我
も
亦
悪
事
を
為
す

と
曰
ふ
が
如
き
は
、
是
れ
即
ち
君
の
旨
趣
な
り
。
何
ぞ
其
れ
鄙
な

　「
我
れ
の
兵
備
を
撤
す
る
に
乗
じ
、
悍
然
と
し
て
来
寇
す
る
時

は
、
吾わ
が

儕せ
い

尺
寸
の
鉄
を
帯
び
ず
、
一
粒
の
弾
を
挟さ
し
はさ
ま
ず
、
迎
へ

て
之
を
礼
せ
ば
、
彼
れ
果は
た
して
何
事
を
為
す
可
き
乎
。
剣つ
る
ぎを
揮
ふ
て

風
を
斬
ら
ん
に
、
剣
如
何
に
鋭
利
な
る
も
、
風
の
飄ひ
ょ
う
こ
つ忽
茫
漠
た

る
を
奈
何
せ
ん
。
我
れ
風
と
為
ら
ん
哉か
な

。」

　
論
は
世
界
連
邦
、
世
界
平
和
の
提
唱
に
到
る
。「
敢
て
我
邦
に

来
り
拠
ら
ん
乎
。
土
地
は
共
有
物
な
り
。」、「
我
れ
今
日
甲
の
国

に
居
る
、
故
に
甲
国
人
な
り
。
我
れ
明
日
乙
の
国
に
居
れ
ば
、
又

乙
国
人
に
な
ら
ん
の
み
、
大だ
い

劫ご
う

会え

の
期
未
だ
至
ら
ず
し
て
、
我
人

類
の
故
郷
た
る
地
球
猶
ほ
生
活
す
る
間
は
、
世
界
万
国
、
皆
我
宅

地
に
非
ず
や
。」、「
彼
れ
無
礼
に
し
て
我
れ
有
礼
に
、
彼
れ
非
理

に
し
て
我
れ
理
に
合
」
す
る
、
そ
れ
で
も
、「
彼
れ
怒
り
て
暴
を

肆ほ
し
いま
ゝ
に
」
す
る
な
ら
、「
我
れ
笑
ふ
て
仁
を
守
ら
ん
に
は
、
彼

れ
果
て
我
れ
を
奈
何
せ
ん
。」と
論
ず
る
。
凄
ま
じ
い
軍
備
撤
去
、

戦
争
放
棄
、
世
界
平
和
論
の
提
唱
で
あ
る
。

　
豪
傑
君
は
「
君
は
狂
せ
し
に
非
ざ
る
乎
。」
と
反
応
す
る
。
対

し
て
、
洋
学
紳
士
は
、
こ
れ
ら
の
論
の
根
拠
と
し
て
以
下
、
縷
々

と
「
進
化
の
論
」
を
呈
す
。
い
わ
く
、「
穴
居
し
て
野
処
」
す
る

よ
り
「
石
を
累
ね
て
、
居
宅
」
を
興
し
、
ま
た
「
人
事
的
進
化
」

を
経
て
、「
君
主
制
か
ら
立
憲
制
、
民
主
制
へ
と
進
」
む
「
政
事

的
進
化
」、「
自
由
」、「
平
等
」
等
「
諸
種
の
権
利
」
を
持
つ
社
会

に
及
ぶ
。
た
だ
、
そ
の
「
進
化
」
は
そ
の
時
、
場
所
に
応
じ
て
表

出
す
る
と
言
う
。
一
例
を
引
く
。
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強
国
の
為
す
所
を
見
ず
や
。
魯
、
英
、
独
、
仏
、
互
に
目
を
瞋い
か

ら

し
、
交
々
腕
を
撫
で
、
機
を
視
て
将
に
発
せ
ん
と
す
る
の
勢
は
、

恰
も
爆
発
薬
を
堆
積
し
て
地
上
に
滾こ
ん

転て
ん

す
る
が
如
し
。
一
時
轟
然

と
し
て
迸
裂
す
る
時
は
、
千
百
万
の
兵
卒
は
欧
州
の
野
を
蹂
藉

し
、
百
千
艘
の
闘
艦
は
亜
細
亜
の
海
を
攪こ
う

破は

せ
ん
と
す
。
是
時
に

於
て
区
々
と
し
て
、
自
由
平
等
の
義
を
唱
へ
、
四
海
兄
弟
の
情
を

述
ぶ
る
が
如
き
は
、
真
に
陸
秀
夫
の
論
語
（
注
３
）
な
る
哉
。」

　
紳
士
君
は
戦
争
を
「
不
好
事
」
と
な
す
が
、
戦
い
を
「
楽
た
の
し
み」
と

す
る
も
あ
る
と
言
う
。

　
次
い
で
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
。
我
国
の
よ
う
な
「
邦く
に

小
な
る
者
」

は
そ
れ
ら
西
欧
諸
国
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
こ
の
「
邦
を
大
に

し
、
邦
を
富
し
、
兵
を
増
し
、
艦
を
多
く
す
る
の
策
有
り
」
と
し

て
次
の
よ
う
な
策
を
提
示
す
る
。
豪
傑
君「
外
征
」の
論
で
あ
る
。

少
し
詳
記
す
る
。

　「
亜
細
亜
に
於
て
乎
、
阿あ

非ふ

利り

加か

に
於
て
乎
、
僕
偶た
ま
たま
之
を
忘

れ
た
り
。
一
大
邦
の
在
る
有
り
、
僕
偶
ま
其
名
を
忘
れ
た
り
。
是

れ
甚
だ
博
大
な
り
。
甚
だ
富
実
な
り
、
而
て
甚
だ
劣
弱
な
り
。
僕

聞
く
、
此
邦
、
兵
百
余
万
衆
有
り
と
雖
も
、
然
ど
も
混こ
ん
じ
ょ
う擾し
て
整

は
ず
、
緩
急
用
を
為
す
に
足
ら
ず
、
と
。
僕
聞
く
、
此
邦
制
度
有

る
も
制
度
無
き
が
如
し
、
と
。
是
れ
極
て
肥
腯
な
る
一
大
牲
牛
な

り
。
是
れ
天
の
衆
小
邦
に
餌え
じ
きし
て
、
其
腹
を
肥こ
や

さ
し
む
る
所
以
な

り
。」　

　「
其
名
を
忘
れ
た
り
。」
と
朧
化
し
て
記
す
。
そ
こ
へ
の
侵
攻
と

る
や
。」

　
か
く
て
、
洋
学
紳
士
は
、
そ
の
思
想
を
、
法
や
権
利
で
な
く
、

そ
の
極
を
「
道
徳
」
に
置
く
。
他
国
の
侵
略
、
他
国
の
侵
攻
を
圧

え
る
に
、
心
の
存
在
、「
道
徳
」
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
兆
民

の
政
事
的
思
想
的
理
想
の
一
つ
の
極
と
な
る
提
示
で
あ
る
。

　
　〈
豪
傑
君
の
提
唱
〉

　
対
し
て
、
豪
傑
君
は
、「
侵
伐
」、「
外
征
」
を
論
じ
て
、
次
の

よ
う
に
、
遅
れ
て
出
発
し
た
我
国
「
小
邦
」
の
志
向
を
論
ず
る
。

　
大
き
く
四
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
自
論
を
展
開
す
る
。
第
一
は
、
洋

学
紳
士
の
戦
争
放
棄
を
難
じ
、
動
物
も
人
も
、
国
家
も
「
勝
つ
こ

と
を
好
み
て
負
く
る
こ
と
を
悪
」
ん
で
き
た
、「
争
は
人
の
怒い
か
りな

り
。
戦
は
国
の
怒
な
り
。
争
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
懦
夫
な
り
。

戦
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
弱
国
な
り
。」と
戦
う
こ
と
を
主
張
、「
文

明
国
は
必
ず
強
国
な
り
。」、「
昔
の
文
明
国
は
昔
の
善
く
戦
ふ
者

な
り
。
今
の
文
明
国
は
、
今
の
善
く
戦
ふ
者
な
り
。」
と
次
記
の

よ
う
に
戦
い
を
肯
定
す
る
。

　「
戦
争
は
、
各
国
文
明
の
力
の
験
温
器
な
り
。
二
国
将
に
戦
は

ん
と
す
る
乎
、
学
術
最
も
精
な
る
者
、
貨
財
最
も
富
め
る
者
、
必

ず
勝
を
獲
可
し
。
其
武
備
殷
実
な
る
が
故
な
り
。
五
州
の
中
に
就

き
欧
羅
巴
、
文
明
最
も
進
め
り
。
故
に
武
備
最
も
充
て
り
、
戦
最

も
強
し
。
是
れ
其
明
証
に
非
ず
乎
。
是
れ
事
の
実
迹
に
非
ず
乎
。」

　
結
果
と
し
て
、
西
欧
諸
国
の
殖
民
地
政
策
を
讃
す
。

　「
地
球
上
到
る
処
、
殖
民
地
無
き
は
莫
し
。
且
つ
近
日
欧
州
諸
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旧
」、「
好
新
」
の
二
者
が
発
生
し
て
乱
れ
る
。「
恋
旧
」
は
「
齢

三
十
以
上
」、「
三
十
以
下
の
人
物
」
は
「
往
々
好
新
家
」
で
あ
る
。

こ
の
「
恋
旧
」
の
徒
の
多
く
は
維
新
時
、
自
由
民
権
に
動
い
た
者

で
、
新
規
の
文
物
他
を
「
軽
浮
の
状
、
虚
夸
の
態
」
あ
り
と
て
憎

み
、「
新
を
好
む
の
徒
」
は
「
恋
旧
」
を
「
旧
規
に
属
す
る
事
物
」、

「
皆
腐
壊
」
し
て
、「
一
種
の
臭
気
」
あ
る
如
く
と
し
て
排
す
る
。

　
驚
く
べ
き
は
、「
好
新
元
素
は
譬
へ
ば
生
肉
な
り
。
恋
旧
元
素

は
譬
へ
ば
癌
腫
な
り
。」
と
論
定
す
る
こ
と
で
、「
国
の
為
め
」
に

は
、
こ
の
「
癌
腫
」
を
除
か
ね
ば
、「
生
肉
」
を
肥
や
す
こ
と
は

で
き
な
い
、
そ
の
策
と
し
て
豪
傑
君
は
「
征
戦
」
を
論
ず
る
。
旧

自
由
民
権
の
徒
を
癌
腫
と
し
て
、
そ
の
排
除
を
言
う
の
で
あ
る
。

　「
癌
腫
の
割
断
場
は
、
亦
彼
の
僕
が
名
を
忘
れ
た
る
阿
非
利
加

か
亜
細
亜
の
一
大
邦
に
若
く
は
莫
し
。
故
に
僕
は
、
二
三
十
万
衆

の
癌
腫
家
と
倶
に
彼
邦
に
赴
き
、
事
成
れ
ば
地
を
略
し
て
一
方
に

雄
拠
し
、
別
に
一
種
の
癌
腫
社
会
を
打
開
せ
ん
。
事
成
ら
ざ
れ
ば

屍し
か
ば
ねを
原
野
に
横よ
こ
たへ
、
名
を
異
域
に
留
め
ん
。
事
成
る
も
事
成
ら

ざ
る
も
、
国
の
為
め
に
癌
腫
を
割
去
る
の
効
果
は
必
ず
得
可
き
な

り
。
所
謂
一
挙
両
得
の
策
な
り
。」

　
侵
攻
進
め
ば
、「
尽
く
国
内
の
丁
壮
を
挙
げ
彼
大
邦
に
赴
き
、

小
を
変
じ
て
大
と
為
し
、
弱
を
変
じ
て
強
と
為
し
、
貧
を
変
じ
て

富
と
為
し
、
然
後
、
巨
額
の
金
を
出
し
て
文
明
の
效
を
買
取
り
、

一
蹴
し
て
泰
西
諸
国
と
雄
を
競
ふ
こ
と
を
求
む
る
こ
と
、
是
な

り
。」
と
論
定
す
る
。

そ
の
方
法
を
具
体
的
に
言
う
。

　「
何
ぞ
速
に
往
て
其
半
ば
を
割
ざ
る
や
、
其
三
分
の
一
を
割
ざ

る
や
。
一
紙
の
詔
令
を
発
し
、
尽
く
国
中
の
丁
壮
を
募
る
時
は
、

之
を
少
く
す
る
も
四
五
十
万
衆
を
得
可
し
。
府
庫
の
材
を
傾
く
る

時
は
、
之
を
少
く
す
る
も
数
十
百
艦
を
買
ふ
可
し
。
兵
往
き
、
商

往
き
、
農
往
き
、
工
往
き
、
学
士
往
き
、
兵
は
戦
ひ
、
商
は
販あ
き
なひ
、

農
は
耕
し
、
工
は
作
り
、
学
士
は
教
へ
て
、
彼
邦
の
半な
か
ば、
若
く
は

三
分
の
一
を
割
取
り
て
我
邦
と
す
る
に
於
て
は
、
我
れ
其
れ
大
邦

と
為
ら
ん
。
材
阜ゆ
た
かに
、人
衆お
お

く
、乃
ち
敷
く
に
政
教
を
以
て
せ
ば
、

城
塁
起
す
可
く
、
熕こ
う

礮ほ
う

鋳
る
可
く
、
陸
に
は
百
万
の
精
鋭
を
出
す

可
く
、
海
に
は
百
千
の
堅
艦
を
泛う
か

ぶ
可
し
。
我
小
邦
一
変
し
て
魯ろ

失し

亜あ

と
な
り
、
英い

吉ぎ

利り
す

と
成
ら
ん
…
…
旧
小
邦
は
如
何
か
之
を
措

置
せ
ん
。
我
れ
既
に
新
大
邦
を
得
た
り
、
旧
小
邦
は
何
ぞ
心
を
留

む
る
こ
と
を
須
ひ
ん
や
。」

　
後
の
中
国
、
満
洲
侵
攻
の
先
取
り
と
も
言
え
る
。
驚
く
べ
き
予

見
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
材
益
々
殷
富
」、「
此
を
以
て
彼
の
欧

米
文
明
の
效
力
を
買
取
る
に
於
て
は
、
彼
英
、
仏
、
魯
、
独
の
悍

強
な
る
も
、
復
た
何
ぞ
我
を
侮
る
こ
と
を
得
ん
哉
。」
と
論
を
進

め
る
。

　
第
三
の
ス
テ
ッ
プ
。
そ
の
方
法
、「
外
征
」
の
策
。「
他
邦
に
後

れ
て
文
明
の
途
に
上
る
者
」
は
、「
一
切
従
前
の
文
物
、
品
式
、

習
尚
、
情
意
、
を
挙
げ
て
之
を
変
更
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
と
言
う
。

そ
の
時
、「
必
ず
旧
を
恋
ふ
の
念
と
新
を
好
む
の
念
」
と
の
「
恋



− 18 −

て
自
論
を
提
示
す
る
。
今
は
二
論
の
集
約
は
略
し
、
そ
の
批
評
と

提
言
を
摘
要
す
る
。

　
ま
ず
、
洋
学
紳
士
の
進
化
論
の
も
つ
功
罪
に
つ
い
て
の
批
評
。

進
化
論
の
重
用
な
特
質
は
、
そ
の
進
化
の
内
実
に
あ
る
。
自
由
や

平
等
、
友
愛
な
ど
、
そ
の
道
程
の
進
化
は
、
優
れ
て
そ
の
未
来
に

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
進
化
の
方
向
に
つ
い
て
、
も
し
、
そ

の
方
向
が
兵
器
や
軍
艦
な
ど
に
行
わ
れ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

進
化
は
た
だ
に
、
自
由
、
平
等
な
ど
の
道
と
異
な
る
時
が
あ
る
。

そ
の
恐
ろ
し
さ
を
言
う
。「
政
事
家
」
の
安
易
な
進
化
の
「
言
為
」

を
恐
れ
る
。「
進
化
神
」
の
「
悪
む
所
」
が
あ
る
。
し
か
し
。

　「
政
事
家
に
し
て
進
化
神
の
悪
む
所
を
知
ら
ず
し
て
施
設
す
る

所
有
る
と
き
は
、
幾
千
万
の
人
類
、
実
に
其
禍
わ
ざ
わ
いを
受
け
ん
。
吁あ

嗟あ

、
畏
る
可
き
哉
。
進
化
神
の
悪
む
所
は
何
ぞ
や
。
時
と
地
と
を

知
ら
ず
し
て
言
為
す
る
こ
と
、
即
ち
是
れ
の
み
…
…
…
僕
過
て

り
。」
た
と
え
、「
幾
千
万
人
類
が
禍
を
蒙
む
る
も
、
其
迹
に
就
て

見
る
と
き
は
学
士
は
必
ず
曰
は
ん
、
是
れ
自
ら
然
ら
ざ
る
を
得
ざ

る
の
理
有
り
て
然
り
し
、
と
。」

　
南
海
先
生
は
そ
れ
を
恐
れ
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　「
是
に
知
る
、
凡
そ
古
今
既
に
行
ふ
こ
と
を
得
た
る
事
業
は
、

皆
進
化
神
の
好
む
所
な
る
こ
と
を
。
然
ば
即
ち
進
化
神
の
悪
む
所

は
何
ぞ
や
。
其
時
と
其
地
と
に
於
て
必
ず
行
ふ
こ
と
を
得
可
ら
ざ

る
所
を
行
は
ん
と
欲
す
る
こ
と
、
即
ち
是
れ
の
み
。」

　
次
い
で
、
豪
傑
君
の
「
侵
伐
」
論
の
限
界
に
つ
い
て
。
強
大
国

　
外
征
、侵
伐
、成
功
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
、も
し
失
敗
し
て
も
、

そ
の
時
は
「
恋
旧
」
の
徒
、
そ
れ
は
多
く
維
新
時
の
自
由
民
権
に

か
か
わ
っ
た
古
き
層
、「
癌
腫
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
消
え
る
こ

と
に
な
る
、
そ
れ
は
そ
れ
で
多
く
の
利
を
得
る
と
言
う
。

　
か
く
て
、第
四
、「
小
邦
」の「
征
戰
」を
あ
ら
た
め
て
提
示
す
る
。

　「
嗚
呼
、
孛ぼ
つ

仏ふ
つ

の
兵
は
硝
煙
を
欧
州
の
郊
に
漲
ら
し
、
英
魯
の

軍
は
塵
を
亜
細
亜
の
大
陸
に
揚
げ
、
瀾な
み

を
亜
細
亜
の
海
洋
に
簸あ

ぐ

る
に
方あ
た

り
」、そ
れ
を
防
ぐ
に「
万
国
公
法
」は
恃
む
べ
か
ら
ざ
る
。

欧
州
や
亜
細
亜
に
乱
あ
る
に
当
り
、「
小
邦
」
た
る
我
国
は
た
だ

に
「
征
戦
」
を
と
説
く
。

　「
小
邦
た
る
者
は
、
何
に
由
り
て
自
ら
防
守
す
る
こ
と
を
得
る

乎
。
唯
速
す
み
や
かに
沈
没
に
垂な
ん
なん
た
る
小
艇
を
去
り
て
、
隤た
い

然ぜ
ん

と
し
て

動
か
ざ
る
大
艦
に
移
る
の
一
策
有
る
の
み
。
危き

殆た
い

な
る
小
邦
を
棄

て
ゝ
、
安
穏
な
る
大
邦
に
赴
く
の
一
計
有
る
の
み
、
且
つ
や
、
清

浅
の
流
は
、
以
て
大
魚
を
捕
ふ
可
ら
ず
。
治
平
の
時
は
、
以
て
奇

計
を
出
す
可
ら
ず
。
欧
亜
二
州
一
時
に
妖
雲
を
醸
出
す
る
の
候
、

是
れ
尤
も
小
邦
た
る
者
の
、
禍
を
変
じ
て
福
と
為
し
、
弱
を
転
じ

て
強
と
為
す
の
好
機
会
に
し
て
、
実
に
千
歳
の
一
時
な
り
。」

　
欧
州
や
亜
細
亜
の
乱
れ
て
い
る
時
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
利
有

り
と
し
て
、
た
だ
に
外
征
、
侵
伐
を
説
く
。
ま
さ
に
こ
の
道
を
以

後
の
日
本
は
進
ん
だ
。

　
　〈
南
海
先
生
の
集
約
〉

　
南
海
先
生
、
二
者
の
論
の
集
約
と
批
評
を
行
い
、
更
に
乞
わ
れ
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の
尊
栄
を
張
り
、
下
は
万
民
の
福
祉
を
増
し
、
上
下
両
議
院
を
置

き
、
上
院
議
士
は
貴
族
を
以
て
之
に
充
て
ゝ
世
々
相
承
け
し
め
、

下
院
議
士
は
選
挙
法
を
用
ひ
て
之
を
取
る
、
是
の
み
。
若
夫
れ
詳

細
の
規
条
は
、
欧
米
諸
国
現
行
の
憲
法
に
就
て
、
其
採
る
可
き
を

取
ら
ん
の
み
。
是
は
則
ち
一
時
談
論
の
遽に
わ
かに
言
ひ
尽
す
所
に
非
ざ

る
な
り
。
外
交
の
旨
趣
に
至
り
て
は
、
務
て
好
和
を
主
と
し
、
国

体
を
毀
損
す
る
に
至
ら
ざ
る
よ
り
は
、
決け
っ
して
威
を
張
り
武
を
宣
ぶ

る
こ
と
を
為
す
こ
と
無
く
、
言
論
、
出
版
、
諸
種
の
規
条
は
、
漸

次
に
之
を
寛
ゆ
る
や
かに
し
、
教
育
の
務
、
工
商
の
業
は
、
漸
次
に
之
を

張
る
、
等
な
り
。」

　
結
局
は
、
立
憲
制
の
も
と
、
実
に
平
明
な
論
、
し
か
し
、
そ
こ

に
帰
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
明
治
二
十
年
、
こ
れ
と
て
、
見
事
な

予
見
で
あ
る
。
三
者
と
も
に
笑
い
な
が
ら
論
を
続
け
る
、「
更
に
、

宴
語
す
る
こ
と
霎
時
に
し
て
、
隣
鶏
忽
ち
暁
を
報
ぜ
り
。
二
客
驚

ひ
て
曰
く
、
請
ふ
、
辞
せ
ん
。」
と
す
る
。
か
く
て
、
こ
の
作
品

は
次
の
一
節
に
て
終
わ
る
。

　「
南
海
先
生
笑
ふ
て
曰
く
、
公
等
未
だ
省
せ
ざ
る
乎
。
公
等
の

辱
臨
せ
ら
る
ゝ
よ
り
、
雞
声
暁
を
報
ず
る
こ
と
既
に
両
回
な
り
。

公
等
帰
り
て
家
に
至
れ
ば
、
已
に
両
三
年
を
経
過
し
た
る
を
見

ん
。
此
れ
自
ら
、
余
が
家
の
暦
法
な
り
。
二
客
も
亦
噱
然
と
し
て

大
笑
し
、
遂
に
辞
し
て
去
れ
り
。
後
十
許
日
に
し
て
、
経
綸
問
答

の
書
成
れ
り
。

　
二
客
竟
に
復
た
来
ら
ず
。
或
は
云
ふ
、
洋
学
紳
士
は
去
り
て
北

家
が
弱
小
、
後
進
の
国
家
へ
の
侵
攻
は
、
も
し
そ
れ
が
力
の
差
の

ま
ま
に
行
わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
論
は
よ
し
、
し
か
し
、
事
は
必
ず

し
も
そ
の
ま
ま
に
行
わ
れ
な
い
。
侵
攻
を
受
け
た
国
々
は
、
た
だ

に
負
け
続
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
抵
抗
は
持
続
さ
れ
、
時
に
強

い
反
抗
を
生
じ
る
。「
我
亜
細
亜
諸
邦
の
兵
は
、
此
を
以
て
侵
伐

せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
足
ら
ざ
る
も
、
此
を
以
て
防
守
す
る
と
き

は
余
有
り
と
為
す
。」、「
何
ぞ
紳
士
君
の
計
に
従
ひ
、
手
を
束
ね

て
死
を
俟
つ
こ
と
を
須も
ち

ひ
ん
哉
、」
と
言
う
。

　「
抑
々
豪
傑
君
の
所
謂
阿
非
利
加
か
亜
細
亜
の
一
大
邦
は
、
僕

固
よ
り
何
の
邦
を
指
す
こ
と
を
知
る
こ
と
能
は
ず
。
但
、
所
謂
大

邦
若
し
果は
た
して
亜
細
亜
に
在
る
と
き
は
、
是
れ
宜
く
相
共
に
結む
す
んで
兄

弟
国
と
為
り
、緩
急
相
救
ふ
て
、以
て
各
々
自
ら
援
ふ
可
き
な
り
。

妄
に
干
戈
を
動
し
、
軽
か
る
が
る
しく
隣
敵
を
挑
し
、
無
辜
の
民
を
し
て
命

を
弾
丸
に
殞お
と

さ
し
む
る
が
如
き
は
、
尤
も
計
に
非
ざ
る
な
り
。
若

夫
れ
支
那
国
の
如
き
は
、
其
風
俗
習
尚
よ
り
し
て
言
ふ
も
、
其
文

物
品
式
よ
り
し
て
言
ふ
も
、
其
地
勢
よ
り
し
て
言
ふ
も
、
亜
細
亜

の
小
邦
た
る
者
は
当
に
之
と
好よ
し
みを
敦
く
し
、
交
を
固
く
し
、
務つ
と
めて

怨
を
相あ
い

嫁か

す
る
こ
と
無
き
こ
と
を
求
む
可
き
な
り
。」　
　
　

　
安
易
な
進
化
論
や
侵
攻
論
へ
の
疑
義
、
そ
れ
ら
は
、
見
事
な
後

代
へ
の
予
兆
と
予
言
を
な
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
、「
支
那

国
」
と
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

　
洋
学
紳
士
、豪
傑
君
、最
後
に
南
海
先
生
の
「
所
見
」
を
乞
う
。

　「
南
海
先
生
乃
ち
曰
く
、
亦
唯
立
憲
の
制
を
設
け
、
上
は
皇
上
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こ
こ
で
の
「
文
章
」
は
、
文
体
を
い
う
の
で
な
く
、
内
容
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
が
、
気
に
な
る
の
は
「
自
慢
な
り
」
と
言
う
一
節
の

主
体
、
誰
が
「
自
慢
」
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
作
品
の
内
実
展
開
の
誘
導
や
開
示
で
は
な
く
、
内
容
に
対

す
る
意
識
の
提
示
が
あ
る
。
著
者
の
意
向
の
提
示
で
あ
る
。
著
者

中
江
兆
民
の
顔
出
し
と
み
る
か
、
作
品
内
部
の
自
注
で
あ
る
か
。

自
注
す
る
の
は
誰
か
。

　
更
に
よ
り
奇
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
、
後
者
「『
眉
批
』

二
十
一
」、「
岩
波
本
」
流
に
言
え
ば
、
こ
の
作
の
最
後
の
目
次
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
作
品
展
開
の
誘
導
で
は
な
く
内
質
批
評
の

形
を
持
つ
。
こ
の
個
所
は
、
洋
学
紳
士
、
豪
傑
君
の
論
を
評
し
、

南
海
先
生
の
最
終
総
括
、
自
論
の
提
示
の
個
所
で
あ
る
。
そ
の
提

示
を
「
南
海
先
生
胡
麻
化
せ
り
」
と
括
る
。
こ
れ
は
誰
の
語
か
、

解
説
か
そ
れ
と
も
、
主
想
か
。
何
を
「
胡
麻
化
」
し
た
と
言
う
の

か
。
そ
れ
を
言
う
の
は
誰
の
思
い
か
。
南
海
先
生
も
兆
民
の
一
分

身
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
胡
麻
化
せ
り
」
と
言
う
そ
こ
に
著

者
中
江
兆
民
の
意
向
が
あ
る
の
か
。

　
少
し
語
を
加
え
る
な
ら
、「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
の
洋
学
紳
士
、

豪
傑
君
、
南
海
先
生
と
は
誰
か
。
そ
の
後
背
に
、
土
佐
自
由
民
権

の
地
よ
り
出
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
学
ん
だ
筆
者
中
江
兆
民
が
い
る
。

民
主
家
、
自
由
、
平
等
、
世
界
の
平
和
を
志
向
す
る
洋
学
紳
士
、

後
れ
て
出
発
し
て
「
小
邦
」
日
本
、
欧
州
諸
国
と
の
並
行
を
志
す

豪
傑
君
、
二
者
の
間
に
あ
っ
て
、
最
も
平
明
な
現
実
政
事
論
を
提

米
に
遊
び
、
豪
傑
の
客
は
上
海
に
遊
べ
り
、
と
。
而
て
南
海
先
生

は
、
依
然
と
し
て
唯
、
酒
を
飲
む
の
み
。」　

　

(
二)
内
構
造
―
「
眉
批
」
と
時
空
間
―

　
三
酔
人
鼎
談
の
構
図
は
右
記
の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う

に
、今
二
つ
の
作
品
内
構
図
が
措
定
さ
れ
て
も
い
る
。
一
つ
は「
眉

批
」、今
一
つ
は「
両
三
年
」他
の
時
間
構
造
で
あ
る
。 

少
し
辿
る
。

　
　〈「
眉
批
」
に
つ
い
て
〉

　
前
記
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
二
十
一
の
「
眉
批
」
が
配
さ
れ

て
い
る
。
前
記
の
「
岩
波
本
」
で
は
、
こ
れ
ら
を
前
掲
し
て
「
三

酔
人
経
綸
問
答
目
次
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
作
品
全
景
は

一
望
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
た
だ
に
目
次
の
役
割
だ
け
で

は
な
く
、
作
品
の
内
景
解
説
、
と
き
に
総
括
的
な
作
品
介
入
を
な

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
眉
批
」
も
今
一
人
の
登
場
人
物
、

あ
る
い
は
作
品
展
開
の
整
序
的
な
役
割
を
持
つ
。
例
え
ば
、「
民

主
家
と
侵
伐
家
と
南
海
先
生
を
訪
ふ
」（「
眉
批
」
二
）、「
法
律
の

大
議
論
」（「
眉
批
」
十
）、「
旧
自
由
党
と
改
進
党
と
の
顔
触
れ
」

（「
眉
批
」
十
四
）
な
ど
な
ど
。

　
し
か
し
、
作
品
の
結
末
部
に
二
つ
の
奇
妙
な
「
顔
出
し
」
が

あ
る
。
一
つ
は
「
此
一
段
の
文
章
は
少
く
自
慢
な
り
」（「
眉

批
」
十
九
）、
今
一
つ
は
「
南
海
先
生
胡
麻
化
せ
り
」(

「
眉
批｣

二
十
一)

で
あ
る
。
少
し
考
を
加
え
た
い
。

　
前
者
は
、
作
の
終
末
部
に
近
い
部
分
の
「
眉
批
」
で
あ
る
。
気

が
か
り
は
、
こ
の
「
文
章
は
少
く
自
慢
な
り
」
の
一
節
で
あ
る
。
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な
の
か
。
人
生
の
栄
枯
を
黍
の
一
炊
に
見
る
「
邯
鄲
の
夢
」（「
枕

中
記
」）
や
、
二
十
年
の
栄
華
を
古
い
槐
樹
の
下
の
大
蟻
の
世
界

に
見
る
「
南
柯
の
夢
」（「
李
公
伝
　
南
柯
太
守
伝
」）
な
ど
に
擬

す
の
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
夢
の
時
間
の
推
移
で
は
な
く
、
現

実
の
時
間
の
経
過
を
言
う
。さ
て
、「
両
三
年
」の
現
実
に
何
が
あ
っ

た
の
か
。
奇
妙
な
設
定
で
あ
る
。

　
以
下
、「
後
十
許
日
」
に
し
て
「
経
綸
問
答
の
書
」
な
れ
り
、

更
に
三
者
の
後
事
を
記
し
て
、
或
は
言
う
、「
洋
学
紳
士
は
去
り

て
北
米
に
遊
び
」、「
豪
傑
の
客
は
上
海
に
遊
」び
、「
南
海
先
生
は
、

依
然
と
し
て
唯
、
酒
を
飲
む
の
み
。」
と
は
何
か
。
少
し
私
な
り

に
集
約
を
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
は
、
夢
物
語
の
拡
が
り
、
未
来
へ

の
予
断
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
現
実
の
世
界
の

空
夢
、
彷
徨
い
、
時
に
悲
傷
、
そ
し
て
諦
視
、
諦
観
が
あ
る
と
も

と
れ
る
。

　
（
三
）
内
景
―
予
言
と
予
兆
の
世
界
―

　
こ
の
作
品
に
は
、
将
来
に
対
す
る
三
つ
の
予
兆
、
予
言
の
よ
う

な
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
作
品
の
内
景
、
作
品
の

主
想
と
も
な
っ
て
い
る
気
配
が
す
る
。
少
し
く
私
的
断
想
な
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
最
後
に
そ
の
内
構
造
に
つ
い
て
触
れ
る
。

　
一
つ
は
洋
学
紳
士
の
戦
争
放
棄
に
つ
い
て
。
前
記
の
よ
う
に
、

紳
士
は
君
主
ー
立
憲
ー
民
主
の
三
つ
の
制
度
の
変
容
と
展
開
を
想

定
、
そ
の
原
拠
に
進
化
論
、
進
化
の
道
程
を
措
定
し
た
。
す
な
わ

ち
、
紳
士
は
、
人
類
の
社
会
的
進
化
、
発
展
を
想
定
、
そ
れ
ら
の

要
す
る
南
海
先
生
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
に
兆
民
が
い
る
思
い
が
す

る
。
前
二
者
へ
の
批
評
、
現
段
階
に
お
け
る
集
約
た
る
南
海
先
生

の
提
要
、
そ
こ
に
、
わ
け
て
よ
り
多
く
、
兆
民
の
分
身
の
存
在
を

見
る
。
こ
れ
ら
は
当
代
に
お
け
る
ぎ
り
ぎ
り
の
集
約
、
兆
民
の
政

事
提
要
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
南
海
先
生
胡
麻
化
せ

り
」
と
評
す
る
、
そ
れ
な
ら
、「
胡
麻
化
」
さ
な
い
道
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
の
顔
出
し
、
そ
の
内
底
に
あ
る

兆
民
の
志
向
と
は
何
か
。
そ
れ
は
あ
る
の
か
。「
酒
を
飲
む
の
み
」

と
は
。

　
　〈「
両
三
年
」
他
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
〉

　
作
品
構
造
上
、
私
は
今
一
つ
読
み
切
れ
な
い
、
そ
の
意
図
の
所

在
疑
義
を
感
ず
る
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
寸
考
し
て

み
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、作
品
の
末
尾
の
、次
の
よ
う
な
時
間
配
置
で
あ
る
。

三
人
共
に
飲
み
、
共
に
語
り
「
暁
」
を
迎
え
、「
二
客
驚
ひ
て
」、

「
辞
」
を
提
す
。
前
記
の
よ
う
に
、「
公
等
の
辱
臨
せ
ら
る
ゝ
よ

り
、
雞
声
暁
を
報
ず
る
こ
と
既
に
両
回
」、「
公
等
帰
り
て
家
に
至

れ
ば
、
已
に
両
三
年
」
を
経
過
し
た
る
を
見
る
、
更
に
は
辞
し
て

去
る
の
ち
、「
後
十
許
日
に
し
て
、
経
綸
問
答
の
書
」
な
れ
り
と

記
さ
れ
て
い
る
。
暁
を
報
ず
る
「
既
に
両
回
」
と
は
何
か
。
二
夜

な
の
か
、そ
れ
と
も
雞
声
二
回
な
の
か
。「
辱
臨
」
し
て
「
両
回
」

と
い
う
が
、
こ
れ
を
「
二
夜
」
と
す
る
と
、
そ
の
設
定
は
不
明
。

　
加
え
て
、「
両
三
年
」
の
経
過
と
は
何
か
。
何
故
「
両
三
年
」
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を
見
事
に
予
見
し
て
い
る
。
前
記
の
よ
う
に
、「
知
ら
ず
し
て
施

設
」
す
る
と
き
、「
幾
千
万
の
人
類
、
実
に
其
禍
を
受
け
ん
。」
と

言
い
、
更
に
「
そ
の
禍
を
蒙
」
っ
て
も
、「
学
士
は
必
ず
曰
は
ん
、

是
れ
自
ら
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
の
理
有
り
て
然
り
し
、
と
。」
と

言
を
強
め
て
い
た
。
人
類
科
学
の
進
化
は
、
た
だ
に
平
和
へ
の
道

で
な
く
、
時
に
よ
り
恐
る
べ
き
進
化
に
進
む
。
近
代
科
学
は
核
の

開
発
に
進
み
、そ
の
成
果
の
行
施
へ
と
進
ん
だ
、幾
千
万
の
災
禍
、

「
学
士
」「
自
ら
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
の
理
」と
言
う
。核
の
災
禍
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
等
の
反
応
。
南
海
先

生
は
、
見
事
に
予
見
し
て
い
る
。
時
に
明
治
二
十
年
、
そ
の
背
後

に
い
る
中
江
兆
民
の
識
と
見
の
凄
さ
を
感
じ
る
。

　
予
見
の
三
つ
。
豪
傑
君
の
主
張
し
た
後
進
国
へ
の
侵
攻
、
侵
伐

の
道
。
こ
れ
も
侵
攻
さ
れ
た
諸
国
、
た
だ
に
そ
れ
に
従
わ
ず
、「
抵

抗
の
力
」
を
持
っ
て
く
る
を
言
う
。
こ
の
予
言
も
見
事
に
当
た
っ

て
い
る
。
先
進
諸
国
の
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、

中
国
へ
の
侵
攻
と
そ
し
て
そ
れ
ら
の
反
抗
。
日
中
戦
争
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
、
中
東
戦
争
、
近
く
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
な
ど

な
ど
。
弱
小
国
が
必
ず
し
も
弱
小
国
に
終
わ
ら
な
い
。
南
海
先
生

の
豪
傑
君
に
対
す
る
批
評
は
、
ま
た
、
世
界
構
造
の
変
遷
へ
の
鮮

や
か
な
予
言
、
予
兆
を
提
し
て
い
た
。

　
南
海
先
生
は
洋
学
紳
士
、
豪
傑
君
の
世
界
想
定
を
こ
の
よ
う
に

開
示
、
予
告
し
な
が
ら
結
局
は
、
前
記
の
よ
う
に
立
憲
制
度
下
の

政
治
、
社
会
構
図
を
提
示
す
る
に
終
わ
る
。「
眉
批
」
は
「
胡
麻

展
開
の
上
に
、
軍
備
の
撤
廃
、
戦
争
放
棄
、
世
界
平
和
を
提
唱
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
海
先
生
の
批
評
の
よ
う
に
進
化
は
必

ず
し
も
予
測
ど
お
り
に
は
展
開
し
な
い
。
進
化
の
道
行
は
、
各
国

各
様
に
表
れ
る
。
時
に
更
な
る
軍
拡
、
更
な
る
侵
攻
へ
と
進
む
も

で
て
く
る
。

　
現
実
に
、
平
和
へ
の
志
望
や
世
界
国
家
へ
の
志
向
は
、
大
戦
災

禍
の
後
に
国
際
連
盟
や
国
際
連
合
へ
進
み
、
世
界
平
和
へ
の
道
を

想
定
し
た
。
し
か
し
、そ
の
平
和
へ
の
志
向
は
、い
ず
れ
も
漸
次
、

崩
壊
し
て
い
く
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
道
行
の
中
、
突
出
し
た
反
応
が
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
、
太
平
洋
戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）
の
後
、
日
本

は
「
戦
争
の
放
棄
」
と
い
う
、
壮
大
な
る
夢
を
策
定
し
た
。「
日

本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希

求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ

れ
を
放
棄
す
る
。」（「
日
本
国
憲
法
」　
第
２
章
　
第
９
条
）、「
前

項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ

を
保
持
し
な
い
。国
の
交
戦
権
は
、こ
れ
を
認
め
な
い
。」（
同
　「
第

９
条
　
２
」）。
戦
後
の
日
本
の
最
大
の
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
ま
さ
し
く
洋
学
紳
士
の
提
要
に
重
な
る
。
し
か
し
、ゆ
っ

く
り
と
壊
れ
て
い
く
気
配
が
あ
る
。

　
今
一
つ
、
兆
民
の
、
よ
り
大
き
な
凄
ま
じ
い
進
化
の
内
質
へ
の

配
考
が
あ
る
。
南
海
先
生
は
、「
進
化
」の
恐
ろ
し
さ
や「
悪
む
所
」
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た
る
有
様
を
叙
す
る
が
如
き
、
伯
が
平
和
主
義
の
本
領
を
推
知
す

る
に
余
り
あ
り
。
其
他
の
諸
著
を
読
み
て
も
、
伯
の
精
神
は
人
間

の
霊
魂
を
改
造
す
る
を
以
て
、
大
主
眼
と
な
す
に
あ
る
事
を
知
べ

し
。」

　「
イ
バ
ン
・
ゼ
・
フ
ー
ル
」
の
戦
争
放
棄
、
平
和
論
、
そ
れ
は

ま
さ
し
く
洋
学
紳
士
の
平
和
提
唱
と
類
同
す
る
。

　
そ
し
て
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
引
い
た
よ
う
に
、
明
治

二
十
六
年
九
月
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
け
る
兆
民
の

動
向
に
対
す
る
透
谷
の
言
及
が
あ
っ
た
。
透
谷
は
政
治
や
思
想
活

動
か
ら
実
業
界
の
活
動
に
赴
く
兆
民
に
「
兆
民
居
士
、
世
を
捨
て

た
る
か
、」
と
嘆
じ
た
。

　
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
嘲
じ
て
い
る
。「
吾
人
居
士
を
識
ら
ず
、

然
れ
ど
も
竊
か
に
居
士
の
高
風
を
遠
羨
せ
し
こ
と
あ
る
も
の
な

り
、
而
し
て
今
や
居
士
在
ら
ず
、
徒
ら
に
半
仙
半
商
の
中
江
篤

介
、
怯
懦
に
し
て
世
を
避
け
た
る
、
驕
慢
に
し
て
世
を
擲
げ
た
る

中
江
篤
介
あ
る
を
聞
く
の
み
。
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
夜
な
る
ル
ー

ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家
遂
に
我
邦
に
縁
な
く
し
て
、
英
国
想
の

代
表
者
、
健
全
な
る
共
和
思
想
の
先
達
な
る
民
友
子
を
し
て
仏
学

者
安
く
に
あ
る
と
嘲
ら
し
む
、
時
勢
の
変
遷
豈
に
鑑
み
ざ
る
べ
け

ん
や
。」

　
後
に
記
す
よ
う
に
、
こ
の
一
文
は
、
民
友
子
徳
富
蘇
峰
の
「
仏

学
者
何
処
に
か
あ
る
」（
明
２
６
・
８
）を
受
け
て
の
も
の
で
も
あ
っ

た
。

化
せ
り
」
と
嘆
じ
、
紳
士
は
北
米
へ
、
豪
傑
は
上
海
へ
、
南
海
先

生
は
「
酒
を
飲
む
」
こ
と
で
、
作
品
は
終
熄
す
る
。

　
少
し
、
断
想
を
集
約
す
る
な
ら
、
私
は
こ
こ
に
兆
民
の
悲
傷
、

悲
哀
を
見
る
。
秀
抜
な
世
界
地
図
、
世
界
構
想
の
提
要
と
、
そ
の

途
絶
へ
の
予
告
。
様
々
な
る
分
身
擬
装
を
試
み
な
が
ら
そ
の
終
熄

に
正
鵠
な
予
測
の
世
界
図
は
描
け
な
い
。
そ
の
背
後
に
い
る
中
江

兆
民
の
悲
哀
、
悲
傷
そ
し
て
、
諦
視
が
こ
の
作
品
に
そ
っ
と
封
入

さ
れ
て
い
る
気
配
が
す
る
。

　
二
、
透
谷
と
兆
民
そ
し
て
徳
富
蘇
峰

　
透
谷
「
漫
罵
」
の
射
程
に
視
を
返
し
つ
つ
、
少
し
当
代
の
様
相

に
つ
い
て
徳
富
蘇
峰
の
反
応
も
あ
わ
せ
て
辿
る
。

　
（
１
）、「
漫
罵
」
の
射
程

　
前
記
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
発
表
に
先
立
っ
て
透
谷
に

明
治
二
十
五
年
五
月
「
ト
ル
ス
ト
イ
伯
」
な
る
評
論
が
あ
る
。
六

つ
の
小
節
よ
り
な
る
ト
ル
ス
ト
イ
言
及
で
、
そ
の
第
四
節
「
戦
争

に
対
す
る
伯
の
意
見
」
に
「
伯
の
著
書
『
コ
サ
ッ
ク
』
を
読
み
、『
イ

バ
ン
・
ゼ
・
フ
ー
ル
』
を
読
み
た
ら
ん
人
は
必
ら
ず
、
伯
が
戦
争

に
対
す
る
悪
感
情
を
認
む
る
な
る
べ
し
。」
と
し
て
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　「『
イ
バ
ン
』
の
中う
ち

に
其
主
人
公
な
る
イ
バ
ン
の
口
を
仮
り
て
言

は
し
む
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
イ
バ
ン
は
兵
卒
を
以
て
無
用
な
る

も
の
と
認
め
、
敵
あ
り
て
来
り
犯
す
に
及
び
て
は
満
面
の
愛
笑
と

懇
情
と
を
以
て
出
で
ゝ
彼
を
迎
へ
、
遂
に
彼
を
し
て
帰
服
せ
し
め
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等
に
。
三
十
三
年
、
近
衛
篤
麿
の
国
民
同
盟
会
参
加
、
国
民
主
義

運
動
へ
。
明
治
三
十
四
年
三
月
、癌
の
診
断
。
九
月
、『
一
年
有
半
』

出
版
。
続
け
て
、『
続
一
年
有
半
』擱
筆
。
十
二
月
十
三
日
、死
去
。

　
そ
の
後
半
生
は
、
擬
洋
学
紳
士
、
擬
豪
傑
君
、
そ
し
て
擬
南
海

先
生
へ
の
転
生
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
は
ま

さ
し
く
、兆
民
の
半
生
の
予
言
、予
兆
で
も
あ
っ
た
気
配
が
す
る
。

洋
学
紳
士
民
主
へ
の
志
、
わ
け
て
気
が
か
り
は
、
自
由
民
権
運
動

の
後
生
を
「
癌
」
と
し
た
豪
傑
君
、
し
か
し
兆
民
は
そ
の
後
、
自

由
党
に
も
か
か
わ
る
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
も
批
判
し
な
が
ら
、
平
明

な
専
制
制
度
の
案
を
提
じ
て
「
酒
」
に
活
き
る
南
海
先
生
、
そ
れ

ら
は
兆
民
の
後
半
生
に
多
く
重
な
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
兆
民
の
動
向
の
中
間
に
、
民
友
子
蘇
峰
の

参
入
が
あ
っ
た
。
前
記
蘇
峰
の
兆
民
言
及
は
明
治
二
十
六
年
八
月

三
日
、『
国
民
之
友
』
百
九
十
八
号
の
「
時
事
寸
評
」
の
記
事
「
紙

屋
材
木
屋
の
兆
民
居
士
」
に
よ
る
。
札
幌
に
お
い
て
紙
屋
、
材
木

屋
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
、
こ
の
「
政
界
一
奇
骨
の
近
状
」
を
受

け
て
、
同
八
月
十
三
日
『
国
民
之
友
』
百
九
十
九
号
に
「
仏
学
者

何
処
に
か
あ
る
」
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
峰
は
次
の
よ
う
に
言

う
。

　「
苟
も
維
新
以
来
、我
国
大
変
革
の
歴
史
を
通
観
す
る
も
の
は
、

仏
蘭
西
文
物
の
我
国
に
影
響
す
る
の
、
大
且
つ
深
き
を
識
認
せ
ざ

ら
ん
と
欲
す
る
も
得
ざ
る
べ
し
。」、
我
国
は
軍
事
、
文
物
い
ず
れ

も
そ
れ
に
よ
り
「
面
目
を
一
新
し
た
」、「
政
府
の
事
業
漸
や
く
法

　
兆
民
の
途
絶
を
透
谷
は
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か
。
こ
の
一

月
後
、
透
谷
は
「
漫
罵
」
で
世
を
嘲
じ
、「
一
夕
観
」（
明

２
６
・
１
１
）
で
世
を
諦
視
し
、
明
治
二
十
七
年
五
月
、
自
死
を

遂
げ
る
。

　
（
２
）、
兆
民
・
蘇
峰
・
透
谷

　
こ
の
透
谷
の
兆
民
言
及
の
前
と
後
、
ま
さ
し
く
兆
民
の
多
動
が

あ
る
。
あ
わ
せ
て
蘇
峰
の
動
向
も
そ
れ
ら
に
重
な
る
。
紙
幅
を
越

え
た
が
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
垣
間
見
る
。

　
こ
の
間
に
お
け
る
兆
民
の
動
き
は
き
わ
め
て
多
彩
、
少
し
省
筆

し
な
が
ら
そ
の
動
向
を
辿
る
な
ら
、
こ
れ
は
ま
た
、
ま
さ
し
く
、

洋
学
紳
士
、
豪
傑
君
、
南
海
先
生
の
動
向
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
兆
民
、
三
酔
人
の
世
界
の
内
界
放
浪
者
と
し
て
あ
る
。

　
明
治
二
十
年
五
月
、「
三
酔
人
経
綸
問
答
」上
梓
。同
年
十
二
月
、

保
安
条
例
公
布
、
兆
民
、
二
年
間
の
皇
居
外
三
里
の
地
へ
の
退
去

を
命
じ
ら
れ
、大
阪
に
。
二
十
一
年
、大
阪
『
東
雲
新
聞
』
主
筆
。

二
十
二
年
二
月
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
、
東
京
へ
帰
る
。
再
興

自
由
党
に
参
加
。
二
十
三
年
七
月
、
第
一
回
総
選
挙
、
大
阪
府
第

四
区
か
ら
出
馬
、
衆
議
院
議
員
に
。
十
一
月
、
第
一
回
帝
国
議
会

開
会
。二
十
四
年
二
月
自
由
党
、政
府
と
妥
協
、兆
民
、議
員
辞
職
。

七
月
、
北
海
道
へ
、
小
樽
『
北
門
新
報
』
主
筆
等
。
二
十
五
～

三
十
年
、
実
業
界
へ
。
紙
商
、
山
林
業
、
毛
武
鉄
道
他
の
鉄
道
事

業
、中
央
清
潔
株
式
会
社
等
々
、い
ず
れ
も
失
敗
。
明
治
三
十
年
、

国
民
党
結
党
に
参
画
。
三
十
一
年
、
娼
楼
設
置
、
吾
妻
鉄
道
設
立
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二
十
六
年
代
、
ま
さ
し
く
そ
の
強
い
主
張
の
立
場
に
あ
っ
た
。
前

記
透
谷
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
は
、そ
の
先
導
の
下
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
明
治
二
十
七
～
八
年
の
日
清
戦
争
、
二
十
八
年
下

関
条
約
、
そ
の
後
の
三
国
干
渉
を
経
て
、
蘇
峰
は
国
家
主
義
、
皇

室
中
心
主
義
へ
と
大
き
く
変
容
し
て
い
く
（
注
４
）。
蘇
峰
、
洋
学
紳

士
か
ら
豪
傑
君
へ
の
大
な
る
変
動
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の

時
に
は
、
透
谷
も
兆
民
も
す
で
に
死
し
て
い
た
。

　
　
お
わ
り
に

　
透
谷
の
自
死
、
兆
民
の
病
死
の
二
つ
の
死
、
あ
わ
せ
て
、
蘇
峰

の
変
容
と
そ
の
後
の
活
動
、
そ
れ
ら
は
、
日
本
近
代
化
の
動
向
に

お
け
る
一
つ
の
大
き
な
分
岐
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

で
も
あ
る
。

　
見
て
き
た
よ
う
に
、「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
に
お
い
て
は
、
そ

の
三
者
の
鼎
談
を
「
両
三
年
」
の
経
過
の
中
と
し
て
い
る
。「
両

三
年
」
と
は
、
兆
民
の
、
三
人
の
分
身
の
、
そ
の
後
の
道
程
に
対

す
る
先
行
と
も
と
れ
な
い
か
。
も
し
く
は
、
三
者
の
「
両
三
年
」

の
個
々
の
彷
徨
と
は
、
三
者
の
思
想
の
確
立
へ
の
道
程
の
時
間
と

も
と
れ
る
。
両
三
年
の
思
考
と
思
考
の
確
立
。
少
し
く
考
を
添
え

る
な
ら
、
三
者
は
兆
民
の
三
分
身
の
志
向
確
立
と
そ
の
提
要
の
期

間
と
も
と
れ
る
。
そ
の
各
個
に
兆
民
の
内
的
真
実
が
託
く
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
道
程
が
「
両
三
年
」
で
あ
り
、
そ
の
成
果
の
最
終
回

答
は
、
結
局
、「
南
海
先
生
胡
麻
化
せ
り
」
に
終
熄
す
る
。

　
か
く
て
、「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
は
、兆
民
の
「
漫
罵
」
で
あ
り
、

律
の
整
備
に
趣
く
や
、
此
思
想
は
著
し
く
、
実
際
の
効
果
を
結
び

き
。
人
権
平
等
、
人
類
自
由
の
思
想
な
か
り
せ
ば
、
如
何
ぞ
士
族

華
族
の
特
権
を
廃
滅
し
得
ん
耶
。
如
何
ぞ
、
万
民
を
し
て
、
法
律

の
前
に
平
等
な
ら
し
む
る
を
得
ん
耶
。」と
言
う
。
そ
の
思
想
は
、

日
本
に
も
世
界
に
も
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
今
、
多

く
「
地
下
に
葬
ら
れ
」、
そ
れ
ら
の
反
動
の
動
き
も
あ
る
こ
と
を

憂
え
る
。

　「
反
動
党
の
気
燄
、
天
下
に
充
ち
、
自
由
を
口
に
し
て
保
守
の

実
を
行
ひ
、
進
歩
を
名
と
し
て
一
の
理
想
な
き
も
の
あ
り
、
人
権

説
は
悪
魔
の
如
く
に
罵
ら
る
ゝ
の
時
、
汝
仏
蘭
西
学
者
は
何
く
に

あ
る
乎
。
聯
邦
を
合
し
て
統
一
的
国
家
を
作
ら
ん
が
為
め
に
唱
へ

ら
る
ゝ
独
逸
の
政
略
的
国
家
主
義
が
、
已
に
統
一
合
同
せ
る
我
国

民
に
向
つ
て
凶
威
を
逞
ふ
せ
ん
と
し
、
人
権
の
平
等
、
人
類
の
自

由
に
不
服
す
ら
あ
ら
ざ
る
分
子
が
、
歴
史
を
護
り
、
国
民
的
偏
癖

心
に
訴
へ
て
、
相
率
へ
て
国
家
主
義
な
る
大
傘
の
下
に
趣
き
て
、

以
て
進
歩
光
明
を
掩
は
ん
と
す
る
時
、
汝
仏
蘭
西
学
者
は
何
く
に

か
あ
る
。」

　
反
動
化
し
て
国
家
主
義
に
も
趣
か
ん
と
す
る
今
、「
仏
蘭
西
学

者
若
し
猶
ほ
其
生
命
あ
ら
ば
、
何
ぞ
今
に
及
ん
で
光
明
あ
る
人
権

自
由
の
大
旗
を
掲
げ
て
、
政
治
文
学
の
場
に
現
れ
ざ
る
。
人
権
自

由
の
思
想
は
未
だ
全
く
我
国
に
死
せ
ざ
る
也
。」

　
仏
思
想
壊
退
に
対
す
る
悲
鳴
に
近
い
叫
び
で
あ
る
。
蘇
峰
は
明

治
中
期
、
洋
学
紳
士
的
な
社
会
へ
の
先
導
の
位
置
に
あ
り
、
明
治
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―
ま
き
ば
や
し
・
こ
う
じ
　
広
島
大
学
・
尾
道
市
立
大
学
名
誉
教
授
―

一
つ
の
悲
傷
、
諦
視
へ
の
予
言
的
提
要
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
私
は
透
谷
の
嘲
罵
「
漫
罵
」
を
表
象
例
と
し
、
そ
の
思
想
的
射

程
と
し
て
日
本
近
代
化
の
道
程
に
つ
い
て
追
尾
し
て
い
る
。
そ
し

て
、「
漫
罵
」
の
遡
行
的
射
程
と
し
て
、
兆
民
の
「
三
酔
人
経
綸

問
答
」
を
配
し
た
。
南
海
先
生
「
胡
麻
化
せ
り
」
は
、透
谷
の
「
革

命
に
あ
ら
ず
、
移
動
な
り
。」
に
呼
応
す
る
と
こ
ろ
あ
る
。
こ
れ

ら
を
た
だ
な
る
「
嘲
罵
」
と
見
る
か
、
更
な
る
近
代
化
志
向
へ
の

一
道
程
と
と
る
か
。

　
以
上
、「
漫
罵
」
射
程
の
一
つ
の
遡
行
考
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）�「
北
村
透
谷
『
漫
罵
』
の
射
程
ー
表
層
と
し
て
の
近
代
・
反
近
代
・

超
近
代
ー
」（
令
５
・
５
　『
北
村
透
谷
研
究
』
第
３
４
号
）

　
　
　�「
北
村
透
谷
『
漫
罵
』
の
射
程
ー
内
層
と
し
て
の
五
つ
の
近
代
化

（
上
）
ー
」（
令
６
・
５
『
北
村
透
谷
研
究
』
第
３
５
号
）

（
２
）�「
眉
批
」
は
、
本
文
の
欄
外
に
記
入
さ
れ
た
評
言
の
こ
と
。（「
岩

波
本
」
注
に
よ
る
。）

（
３
）�「
論
語
」
正
し
く
は
「
大
学
」。
陸
秀
夫
は
南
宋
の
宰
相
、
元
と
の

最
後
の
戦
い
の
時
、
幼
君
に
「
大
学
」
を
講
じ
た
。
現
実
離
れ
の

理
想
主
義
を
言
う
。（「
岩
波
本
」
注
に
よ
る
。）

（
４
）�

拙
稿「
徳
富
蘇
峰
と
北
村
透
谷
―
変
容
と
夭
逝
の
道
程
―
」（
令
５
・

１
２
『
近
代
文
学
試
論
』
第
６
１
号
）
参
照
。


